
２．一般高圧ガス、液化石油ガス共通

留意点等

法人名称変更

無 有
本社所在地変更

無 有
事業所所在地変更

無 有
代表者変更

無 有
上記の届出

有 無
承継

無 有

変更

無 有

届出

済 未

保安教育の実施

有 無
記録

有 無
選任

有 無
氏名

( )
届出

済 未

【法第32条第8項】

適 否

検査記録

有 無

法人登記簿、届出書の控え(当初・変更）により確認。

登記簿上、単なる法人名称の変更の場合は、「代表者等変更届」とな
る。

当初届出と法人名が異なる場合、登記簿または譲渡契約書により確認。

配管、弁類、機器、ガス種、貯蔵量、消費の手順等の変更について既届
出事項と現状をフローシート等により比較確認。

第一種・第二種製造者及び第一種・第二種貯蔵所の変更届または許可
申請とは別に、特定高圧ガス消費者としての届出があるか書類により確
認。

保安教育を実施した記録（実施日、対象者、内容）により確認

届出書控え等で確認。第一種製造者としての保安係員とは別であること
に注意（同一人でも差し支えない）。

定期自主検査の予定表及び検査記録等

確実に選任していることを社内文書、組織図等で確認。第一種製造者と
しての保安係員とは別であることに注意（同一人でも差し支えない）。

定期自主検査の記録等。検査対象は燃焼器・反応器まで。

検査項目

(1) 届出、 変更の届出（名義）

検査（自主点検）の内容

現に施設を管理する者と特定高圧ガス消費届の名義は同一か。
「(2)法人の承継」に該当しない場合、新規に届出もしくは法人名
の変更届を提出しているか。【法第24条の2、一般則第

53条、液石則第51条】

(2) 法人の承継

【法第20条の4の2(第10条
の2準用】

当初の届出法人が、吸収合併又は分割されて別法人となったり、
もしくは消費施設の譲渡があった場合、承継届を提出しているか
（個人の場合は相続）。

(3) 変更の届出（施設）

【法第24条の4、一般則第
56条、液石則第54条】

消費のための施設の位置、構造、設備、消費する特定高圧ガスの
種類、消費の方法は届出時のまま変更ないか（「軽微な変更」とみ
なされるものを除く）。

変更されている場合、特定高圧ガス消費者として届出しているか。

(4) 保安教育

【法第27条】

公共の安全の維持または災害の発生の防止上、従業者に対する
保安教育を実施しているか。また、対象者、内容は十分か。

(5) 取扱主任者 選
任【法第28条】

事業所ごとに選任しているか。

【一般則第75条、液石則
第73条】

届
出

選任した取扱主任者を届け出ているか。

【一般則第83条第4項、液
石則第81条第5項】

職
務

「消費に係る保安に関する業務」を行っているか。

定期自主検査の監督をしているか。

上記のほか、取扱主任者としてどのような職務を担当
しているか。

(6) 定期自主検査 頻
度【法第35条の2、一般則第

83条、液石則第81条】

消費施設※1を１年に1回以上検査しているか。

規則に定める技術上の基準（別紙の３、４）に適合している
かどうかについて行うもの

検査結果

適　　否

自主点検

適　　否

適　　否

適　　否

適　　否

適　　否

適　　否

適　　否

適　　否



＊１ 消費施設とは

（参考）

製造（貯蔵）許可（届）の範囲 消費施設 
製造(貯蔵)施設

製造(貯蔵)設備
ガス設備

（消費）

警
戒
標

除害設備

貯槽・容
器

蒸発器
ポンプ

消
火
設
備

（製造）（貯蔵）

消費施設の範囲

障
壁

燃焼器・
反応器

高圧ガス設備


	２ 共通項目

